
　大規模小売店舗立地法（以下「法」という。）第５条第１項の規定により，平成１４年４

月１０日付けで届け出られた大規模小売店舗の新設の届出について，法第８条第２項の規

定により意見書の提出がありましたので，法第８条第３項の規定に基づき，次のとおり意

見の概要を公告するとともに，その意見を縦覧に供します。

　　平成１４年８月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市長職務代理者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市助役　髙　木　壽　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　(仮称)ダイヤモンドシティ五条ショッピングセンター

　　京都市右京区西院追分町２５－１番地，２５－２番地

２　意見の概要

交　通

＜北側出入口の設置及び車両の出入について＞

・保育所が近くにあり，通学路にもなっており反対である。

・小学校の自主学習のときは，町内を子供達だけで歩く機会もあり危険である。

・自己所有の車庫から出られなくなるので反対である。

・周辺の小さい通りは対向車同士の事故等が絶えないのに，五条通の渋滞を避けて大量の

　車が流入すると，トラブルも増大し，周辺住民も巻き込まれるため反対である。

・車は通行禁止として自転車，人用の出入口とすべきである。

・出入口は，五条通だけにすべきである。

・出入口は，五条通及び西小路通だけにすべきだ。その際には，新たに横断歩道を設置す

　る等安全面に配慮してほしい。

・せめて時間帯によって車の出入口を閉める等，工夫をしてほしい。

・入口だけにするとか，出口だけにするとか，日祝日のみ使用するとかにすべきである。

＜その他の出入口の設置及び車両の出入について＞

・西出入口も交差点横であり危険，車の停滞も引き起こす。西出入口も反対である。

・西小路通の入口もやめてほしい。子供が事故に遭って，ますます少子化になっていく。

・西側出入口は，地元企業の業務に支障がでることは必至である。

・西小路通り沿いに駐車場を営業している。西小路通に駐車待ち車両が発生した場合

　，利用者に大変迷惑になるとともに，満車時に勝手に駐車する客がいたら迷惑になる。

・五条通だけでは混雑する。西側，北側にも出入口を設けて欲しい。

＜店舗周辺について＞

・公園前が車の数が多くなると，子供が安心して公園内で遊べなくなり心配である。

・西小路の道路をもっと広くしてください。

・公園等に行くために，西小路万寿寺交差点に信号機，横断歩道の設置をしてください。

・交通量が増え，事故が起こる可能性も多くなるかもしれない。

・信号のタイミングや時間等を変更することによって，少しでも車の流れを良くしてほし

　い。

・周辺には工場会社等が密集している。車での納入，納品，出庫するために出入するとき

　もスムースに通れるようにしてほしい。



・阪急電鉄京都線の松原踏切は車が通行しづらい。西小路通改修は，踏切を拡幅して対応

　すべきである。

・南側から五条通を横断して来店する人のことを考えて，横断歩道，歩道橋の設置及び信

　号機の設置をお願いする。信号をつければ車の出入もスムースになるのではないか。

・桂からの立体交差道路の計画の中に，今回の出店計画地を中心として東西数百メートル

　は拡幅計画もないため，更に道路負荷をかける施設の設置は道路行政から見ても許され

　ない。

・今でも一日３万台を超える車で慢性的渋滞が発生している五条通に，さらに６千台もの

　車を呼び込む施設を建設するという大変問題のある計画であり，抜本的見直しが必要で

　ある。

・しっかりしたガードマンをたくさん配置させ，通学路の安全を高めてほしい。

・各出入口に，常時きちんとしたガードマンを配置してほしい。

＜その他＞

・来店客による交通渋滞が予想されるのであれば，店舗面積を縮小することにより，来店

　客数の減少を図り，交通渋滞を防ぐべきである。

・車の混雑回避のため，バス停・阪急の駅を増やし，バス・電車での来店者を増やしては

　どうか。

・駐車料金を無料にすることは，車での来店を促すことになる。有料にして来店車両を減

　らし，公共交通機関の利用促進を図り，駐車料金の収益で地元交通対策を行う等の工夫

　はできないのか。

・主要駅からのシャトルバスを運行させてほしい。

駐車場及び警備

・車の駐車場を地下にしてほしい。

・屋上駐車場の位置を北側から五条通に変更してほしい。

・営業時間外においては，駐車場にバイク・若者等が入れないようにしてほしい。

・警備は，２４時間体制でしてほしい。

・日祝日は車，ごみ等の多くの問題が起こる。ガードマンの十分な人数やごみの回収等を

　考えてほしい。

営業時間

・夜遊びを勧めるようなことになり，小中学生の健全育成のためにも短縮してほしい。

・近隣住民を無視した企業の利益のみの考え方であり，静かな環境を破壊するため，変更

　を希望する。

・いつまでも店の明かりがついているため，ゆっくり休めないことになる。

・深夜営業を行うと，営業時間が終了した後，客が住宅地や公園に出てこられる場合があ

　り騒音公害で迷惑である。

・営業時間は夜遅くまでして欲しい。閉店時刻を遅くして消費者のニーズに応えてほしい。

・深夜営業は，企業の論理で長時間労働を押し付けることになる。むしろワークシェアリ

　ングが，社会の趨勢である。この長時間営業が，周辺の既存店に影響を及ぼし営業時間

　の延長競争にもなりかねない。

・開店時刻を午前１０時にしてほしい。

・閉店時刻を短縮（午後８時～午後１０時）してほしい。



・営業時間帯を短縮してほしい。

騒音・排気ガス等

・２４時間稼動している室外機は，ほとんどが追分町に沿って計画されており，住民は

　２４時間騒音に悩まされることになる。

・排気ガス等の増大により，今でも空気が悪いのにもっと悪くなる。これ以上空気が悪く

　ならないようお願いする。

・騒音，光害，排気ガス等の環境問題に対して十分な対策を考えてください。

・保育園への排気ガス，騒音の影響が懸念される。

・定期的な排気ガス及び騒音の測定と改善を行うべきである。

・早朝よりの搬入車の待機や夜間の騒音が予想され，住環境の影響が大きい。

・法規制の枠内の話だけでなく，住宅地レベルの水準に少しでも近づくよう，車庫に通じ

　る通路等に防音壁を作ってほしい。

・東側に設置される駐車場のスロープも，可能な限り騒音の出ないようお願いする。

・北側に設置される荷さばき場の物品搬入車の走行音，アイドリング音，荷車（台車）走

　行音も相当大きく，きわめて不快な騒音になる。なぜ，北側に設置する必要があるのか。

・飲食店から出る臭いをしっかりキャッチする設備を設置してほしい。

・アルバイトの人が帰りに騒いだりしない様，管理，対策は徹底してほしい。

その他

・夜遅くまでのゲームセンターの営業は，周辺の環境にもよくない。子供の非行が増加す

　る。

・アミューズメント施設の深夜営業は，騒音や治安の面から非常に好ましくない。

・市は責任をもってその付近の交通対策，踏切，道路の整備，信号機の設置等を指導すべ

　きである。

・優先的に高齢者でも雇用をしてほしい。

・タクシー乗り場のスペースを十分確保してほしい。一台あたりの駐車スペースを広めに

　してほしい。緑の多い憩いの場を期待している。

・近隣町内会及び自治会に全面的な協力，協賛をしてほしい。

・近隣の住民の意見を無視した計画は企業のエゴである。車で来る遠くの客より，近くの

　お客様のことをもっと考えてください。

・現在の店舗規模は，単に企業の採算性を優先しただけの店舗規模であり，地域住民消費

　者の望む規模となっていない。あえて，地域住民の買い物の利便性を確保するために店

　舗が必要なら，２～３，０００㎡の規模でこそ，周辺の悪影響問題も解決すると考える。

・渋滞による有形，無形の被害の交渉相手を明確にしてください。

・付近住民の健康面，生活面のロスは誰が補償してくれるのか。

３　縦覧場所，期間及び時間

　　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地

　　京都市産業観光局商工部商業振興課

　　平成１４年８月２８日（水）から平成１４年９月３０日（月）まで（日曜日，土曜日

　　及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）



　　午前９時から正午まで

　　午後１時から午後５時まで

　なお，上記２の意見の概要は，大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項（具体的

には，法第４条の規定により通商産業大臣が定めた指針）に該当するか否かに関わりなく，

提出された意見の概要をまとめたものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産業観光局商工部商業振興課）



　　　


